
 

 

 

講師：仲松正人弁護士（土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会共同代表） 

オンライン発言：高安克成・沖縄県北谷町議会議員 

秘密法と共謀罪に反対する愛知の会 学習会 

秘密法と共謀罪に反対する愛知の会 

連絡先：〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-18-22 名古屋第一法律事務所気付（中川） 

     Email：no_himitsu@yahoo.co.jp    Blog：https://nohimityu.exblog.jp/ 

仲松正人弁護士 プロフィール 

1956 年 9 月、沖縄県那覇市首里寒川町で生まれる。76 年 4

月、国費留学生として、名古屋大学理学部に入学。思うところ

があって自主退学。78 年 4 月、名古屋大学法学部に入学。

82年卒業。86年 4月弁護士登録。 91年 1月、岐阜合同法

律事務所に入所。 

2014 年度岐阜県弁護士会会長。16 年 2 月、沖縄弁護士会

へ登録換え。22年 7月、岐阜県弁護士会に復帰。 

 2021 年 6 月、ろくな審議もないままに土地規制法

が強行成立してしまいました。「外国資本に土地を

買われると安全保障が脅かされる」という喧伝がなさ

れましたが、そのよう事実はないことを政府も認めて

います。結局は、基地や原発周辺の住民への監視

を強化し、さらに全国での市民監視をどんどん拡大

する入口となる悪法に他なりません。 

 この悪法は、9月 20日に全面施行となりました。閣

議決定された「基本方針」をみても、相変わらず、何

が「機能阻害行為」なのか、どの範囲が「関係者」な

のか、など肝心な部分は曖昧です。これでは、いくら

でも拡大解釈されるおそれがあります。 

  

 【図と写真】沖縄県宜野湾市・普天間
飛行場と規制地域(予想)図 

と  き：10 月31 日（月）18:30～ 
          開場 18:00    終了予定 20:40 

ところ：イーブルなごや視聴覚室 
（名古屋市中区大井町 7-25  地下鉄「東別院」１番出口から東へ徒歩 3 分） 

真っ先にターゲットにされる

であろう沖縄で、早い段階か

らこの問題に取り組んで来ら

れた仲松正人弁護士と、嘉手

納基地に隣接する北谷町議

会議員の高安克成さんにお

話を伺います。 

資料代 800円 

オンライン参加可能 
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https://221031.peatix.com
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高安克成 
北谷町議会議員 


